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〈論 説〉

1910年 代朝鮮 における農事改良政策 と在村地主層

松 本 武 祝

は じめに

植民地権カー地主一農民という三者間の経済的政治的な結合/対 抗関係を明

らか に す る こ と は埴 民 地｠・::.一 業 研 究 に お い て 最 も=?.:.な 課 題 の ひ と 評

あ る。 これ までの研究 においては,以 下の ような点 がほぼ通説 とな っている。

① 「産米増殖計画」 に積極的 に呼応す る朝鮮 人 「新興地 主」層 の出現 ②地主

一小作農間の階級対立 の深刻化 にともな う小作争議 の頻発 ③民族主義や社会

主義 の影響 を受 けた農民運動 の展開,と い う一連の変化が1920年 代 に起 こ り,

その結 果 「新興地主」を中心 とす る朝鮮 人地主 は自らの階級的利害 を保全 す る

ために植民地権力 にす り寄 ってい った。そ して,1920年 代中葉 には 「朝鮮総督

府 と朝鮮人地 主 との政治的連合」が成立 し(1926年 「朝鮮農会令」施行がそのメル

クマ_ル),朝 鮮人地 主は 「植民地 支配 の社会的支柱」 としての役割 を担 ってゆ

く,と い う理解 がそれである。

この課題 に関す る研究 は,一セとして1920年 代以降 を対象 と して なされて き

たが,近 年71910年 代 に関 して もい くっかの注 目すべ き研究 がな されている。

まず,当 該期 の 「米作改良政策」を体 系的に論 じた鄭然泰氏 は,「 日帝 の農業改

良政策が基礎 としていた明治農法体系 は韓 末以来朝鮮人地主階級 が追求 して き

た農業改良論 と一致す ることか ら地 主階級一般 に拒否感 な く受容 された」,そ

して 「1910年 代農政 は総督府権力 と植民地地主階級 の政治的 ・経済的癒着 を も

た らす機能 を果た し鬼 と指摘 してい る.ま た冷 顯 道 の一地域 の詳細 なモ

ノグラフを著 した洪性讃氏 は 「日帝 初の地 主会 が(は),単 純 な農事団体で はな
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く議 兵闘争 と強 占を経 たのち蹄 と鯛 人地 主層 が
ド ー方 は統治 の必要 か ら,

もう一方 はr小 さ くは地主経営 に必須の勧 確保 のため汰 き くは従来か ら追

求 して きた地主 的方向か らの近代化論 と符 合 した農瓢 策 とい う点 において
,

それぞれ の利害が噸 を見て設立 された団体 であ
っ兜」 と謝 ている。

舐 の指摘 は・繍 府 の農業政策 に呼飼乱 た朝鰍 駐 の存在 を明 らか にす

ることによって・1910年 代 の農事改良政策が暴 力的な強制によ
って実施 された

ことを強調す る従来 の理解(い わゆる 「武断政治潮 の 「サーベ儂 政」)に対す る

舶 しを迫 っている・ただ し澗 氏 の輪}こ おいては潮 鮮繍 府 と朝鰍 地

主 との政治的連合」 が・ 従 来 言われて きた192・ 年代 にではな く
,す で に191。

年 代 に は蹴 して いた ことにな る.し か しそれだ と
,今 度 は溜 頭 で述 べ た

1920年 代 の変化の醐 性 が明瞭でな くな って しまい
,繰 的には191。 年代固

有の歴史的特質 を軽視 した議論 になっていると考 え られ る
。

本稿で は・191・年代 において朝鮮総督府 によ る農事改良政策を積極的 に受 喜ナ

入 れてい った階層 を朝鮮 人地主 の中か ら析 出す ることを第 の 目標 とす る
.そ

れは,鄭 ・洪両氏 の指摘 を筆者な りに具体化 しよ うとす る試みであ る
。 そ して

第二に一 方 でその儲 の歴史的G'llに 見通 しをっけ
,他 方で191。 年代か ら

20年 代 にか けての当該 階層 の鮒 社会 にお ける役割 の変 容過 程 を分析 す る
こ

とで・ 冒頭 で述べ た三者間の結 合/対 欄 係の191・ 年代 に固有 の特質 を易咄

しよ うと考える。

1.「 篤 農 家 」 の 分 析

1910年 代 の__改 良政策 において,総 督府 は,そ の財政 的制約 のために積極

的な財政 出動を と もな うような利益誘軸 手法 を とることがで きなか
った.当

時 は詫 た る政策手法 と して1"術 員 や巡 回教師(そ して岡知のように潜 察機構

がこの隊列に加わった)の 派遣 あ るいは講習会 の開催 を通 じての技術指導
,そ し

て各種品評会を通 じての農事改良奨励 が重要視 されていた
。

1916鞭 の数値を例に挙げ詑 「農事講習伝習」(普醗 鞭 業
}畜 産の合

計)は1年 間 に長期108ヶ 所 ・短 期7 ,871ヶ 所 で開 催 され て お り,そ こで の修
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了 生数 はそ れ ぞれ1,772名,49,106名 に及 ん で い る。 また,郡 単 位(一 部複数郡

による開催あ り)で の 「農産 品 評会 」が 同年度 中 に あわ せ て316ヶ 所 で 開催 され,

そ の総 出品 人 員 ・入 場 人員 はそ れぞ れ20万 名 弱 ・100万 名 強 に達 して い る。

な お,1910年 代 に は,一 定 面 積 以 上の 農 地 を所 有 す る地 主 を構 成 員 とす る

「地 主会 」 が郡 単 位 に組 織 されて い った。 「地 主会 」 は,概 ね,郡 守 が会長 を兼

任 しかっ郡庁 内に事務所 が置かれ るな轡,半 ば官製団体 であった・「地 桧 」の

主要 な事業 もまた,技 術 員設置や講習会 ・品評会開催 などを通 じた農事改良 の
くの

推進で あった。

ところで,1910年 代 の農事改良政策 の中心的課題 は米作改良 であった。その

たあに総督府 は,「優良」品種 の普及,乾 燥調整 の改良,灌 概水 の供給 施肥 の

奨励 とい う4つ の目標を掲 げた。

ただ し,米 作改良政策 において もまた,財 政 的制約 のために,多 額 の財政支
(7)

出を伴 うことのない政策手法のみが追求 されてい くこととな った。農事改良政

策 に本格的 な財政支 出がな され るようになるの は,1910年 代末以降の ことであ

る。結果的 に,「灌概水の供給」に関 しては,地 域農民の労働力使役を前提 とす

る蘇 水利搬 の改修事業 躾 施 す るに とどま っ健.ま た 「施肥の奨励」 につ

いて は,肥 料輸移入額 の増加や農民経営 の商品経済化深化への懸念 とい った配

慮か ら,当 該期 には金肥の消費 に対 して はむ しろ抑制策が と られ,堆 肥 ・緑肥
ゆ

な ど の 自給 肥料 の奨 励 が行 わ れ た程度 で あ った。

結 局,上 記 の4っ の米 作 改 良事 項 の中 で1910年 代 に最 も顕 著 な 「成 果」を挙

げた の が,「 優 良」品 種 の普 及 事業 で あ った。水稲 「優良 」品種(そ のほとんどが

日本 種)の 普 及 率 は,作 付 け面 積 比 率 で1912年 の2.8%か ら1920年 に は
(lo)

57.5%へ と短 期間の うちに急伸 してい る。

「優良」品種普及 のために総督府 は,上 記の講 習会や品評会の実施 に加 えて,

「優良」品種普及 のためのルー ト作 りに着手 している。すなわち,中 央 に勧業模

範場を,各 道 に種苗場を,そ して郡以下 に苗場 ・採種沓 をそれぞれ設置 したの

であ る。 多 くの 「地主会」 もまた採種沓 を経営 して 「優良」品種普及 に補助的

な役割 を果 た した。
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こ う した,行 政 ・半官 製機 関 に混 じって
,1910年 代 に は 「篤 農 家 」(京 畿.全

北 減 北)・ 「大 地 主」(全 北 ・鋪) ・「模 範農 」(楠 ・・i三北),あ るい は 「個 人」(忠

北)と い った個人 の事 業 によ る採 瀦 力囎 され てし凱1922年 に始 ま
った

「種 硬 新 計 剛 が郡i沓 一 面 採 種 沓 一 搬 農 民 と い う地 方 行 政 上 の経 路 を

通 じて一 元 的 ・維 的 に実施 され たの とは文照 的 で あ る
.そ こで以 下 で は,「篤

農 家」 とい う諜 を手 が か りに,「 優 良 」 品瀦 及 を は 髄 と して191。 ヰf三代 の

米 徹 良 に積 極 的 に関 わ って い った とお もわ れ る陥 を析 出 して み た い
。

表一1は ・忠 清北 道 が 「篤農 家 表 彰規 定 」に もとつ いて1911年1こ 表彰 を行
った

24名 の 「篤 農 家」 の 一 覧 で あ る・ 階 層 と し て は郡 内 トッ プ レベ ル の 館 家

(#3'10'11)か ら 「中等 ノ自作 農 」(#13・14・18)ま で か な り多 岐 にわ た
って い

る もの の渤 倹 お よ濃 事 改 良 実践 が その 「業 績」 と して評価 されて い る点
で

ほぼ 共通 して い る。

「篤 農 家 」 の 評価:.と して勤 倹 が 翻 され た理 由 と して は
,働 労 節 約 」 や

「勤倹膳 」が翻 された 「明膿 政」期の凱 囎 の影響をまず指摘すること

がで輸 加えて・「凱 枯 来単二天恵二繭 シテ肋 二由ル禾1」用ノ方法
ヲ閑

却 シ….」 とい った朝鰻 民}こ対 す る糖 府官 僚 の観 的識 が
,そ れ を増 幅

した と思 わ れ る・ なか で も#16に 対 す る指摘1こ見 られ るよ うに
,解 家(と

りわけ両班地 め 二不 在 寄生 地 主 とい うイ メ ー ジの対 極 的 な存 在 と して
,地 主 で

あ りなが ら も自 ら(あ るいは#3・23の ように 「雇人」とともに艘 業 に も従 事 し
て

い る在 村 耕 作地 主 が・ 望 ま しき人 物 と して顕 揚 され て い る.こ れ らの3名 以 外

に も#7'8.10・11が 在村 耕 作地 主 で あ っ周 能性 が高 い
.さ らに,嘲 鮮 農

家 ノ多数 ハ小 作及 ビ大地 主 ノニ 階 級 二分 タ レ… …所 謂社 会 組織 ノ中堅 ヲ欠如 シ

ー 酢 齪 ヲ構 護シ若一馳 セサ呵 讃 」と
い狛 膿 保護聯 上の脈

絡 に お いて も・ 勤 倹貯 蓄 を通 じた 「社会 組 織 ノ中堅」 の維 持 が 重要 視 されて い

た と考 え られ る。 この点 に関 わ って,本 表 中8名(#1・4・7・10.11・15.17.

2Dは,「 貧家 」 に生 まれ なが ら も 「精 励」 によ
って 資産 の蓄積 を成 し遂 げ た人

物 と して紹 介 され て い る。

た だ し,総 督 府 の農 業 政 策上 の課 題 か らいえ ば
,農 民 の勤 倹 はそ れ 自体 が 政
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No.氏 名(年 齢)

1延 乗雫亘(43)

2姜 鼎 潤(80)

3李 沢 栄(33)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

厳 顕,*.(67)

裏 守 京(59)

朴 洵 述(37)

厳 木セ憲(49)

申 吉占季莫(88)

金 基 栄(85)

柳 遠 大(62)

羅li載字可(37)

本ト基i豊玉(46)

宋 敏 圭(65)

安 孝 舜(73)

愈 致 舜(58)

18褒 璃'喚(58)

1910年 代朝鮮における農事改良政策と在村地主層135

表 一1

岡濃
1鱗隔

奪柄醐 灘 ○

灘
懐仁郡 ○

忠州郡

沃川郡O

沃川郡 ○

清風郡O

清風郡 ○

清風郡

報恩郡 ○

報恩郡

報恩郡

永同郡

忠清北道 「篤 農家」 一覧(1911年)
一 一.,___一 一___一_一_一 一 一 一 一 一一 一 一一 一一 一一 一 一闇一 π一一 一 一 一 一1

a

備 考

[

88iゴ ー}一 一 『一　　 一　一一]

010「 本郡 第 一流 ノ両班」 「雇 人 二伍 シ テ……労 役

lI二 服 ス」

△回 ○粋糠 民1驚 」

8b磁 年巡校ノ_」
[

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

oi両 班 ニ シテ財 産 ヲ有 シ」

○ 「里長 ノ職 二在 ルカ 里民 ノ心 服厚 ク」

○ 「郡 内 一流 ノ富農 」「唯、民 ヲ鼓舞 激励」

○ 「郡 内屈指 ノ資産家」

o ,

「中産 ノ白作 農」

・陣 劇 膿 」
Ot

19張 錫 勇(57)1永 同郡

20金 済 鵬(?)1陰 城 郡

顯蝋犠瀦

_L__⊥

・ 騨 朝鮮富家ノ轍 食ナ励 ヒニ在ラス」1

otr中 等川 儂 」

・btrイ 膿 家二感化 ヲ及セ リ」

818融 之二倣ヒ」

「雇 人小 作 人 ヲ率 ヒ」「付 近農 民 ヲ シテ之 二倣

一阯 総 轡 ツ之轡 、
〈資料〉 『朝鮮彙報』大 正兀 年2月 号,80～83頁 よ り作成。

〈註〉 〈印は 「勤倹」で はな く 「勤勉」 と記述 されて いる ことを示す。

策目標ではなく,網 府が提示し膿 轍 良のメニユ}膿 民が勤倹屯愉う日

常的 な生活指針 に基づ いて実行 してゆ くことが より重要 であ ったで あろう。農

事改良 それ 自体へ の取 り組みが,勤 倹 とな らんで 「篤農家」 としての評価基準
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と して強 調 され た所 以 で あ る。

農羅 営 を 自 ら行 う ことで農 業 の知 識 や技能 を あ らか じ膳 積 して い る こ と

膿 轍 良 に と って は祠 欠 の前 提 と な る とい う判 断 か ら
,繍 府 は在 村耕 作

地 主の存 在 に湘 した と考 え られ る・ また,搬 齪 と比 べ れ ば,新 技 術 導 入

に と もな う危 険 負 担増 に耐 え得 るだ けの経 済 的基 盤(資 産)を 兼 ね備 え
て いた

で あ ろ うこ と も 彼 ら(姓 糟 主はごく希 な存在であ った拷 える)の 評 価 を高 め

た もうひ とっ の要 素 で あ った と思 わ れ る
。

こ う した 「業績 」 を挙 げた 「篤農 家 」 の ほ とん ど に奏ナして 「他 の農 家 の模範

で あ る」 と い った た ぐい の コ メ ン トが付 されて い る
.こ の コメ ン トは,二 っ の

文脈 で捉 え る ことが で きよ う・ひ とつ は,鷹 農家」の千働 鯛 辺 の農 家 は見 習

うべ きで あ る とい う繍 府 側 の意 向表 明 で あ り
,も うひ とつ は,彼 らの存 在 が

実 際 に周 膿 家 に 「模 範」 と して影 響 力 を及 ぼ して い る とい 獺 告 と して の
コ

メ ン トで あ る・ こ こで は・#5・9・1・ ・19・21・23・24に 対 す る コメ ン トに見

られ るよ うに・傭 農 家」の行動 醐 辺農 家1こ対 して実 際 に淀 の影 響 力 を及 ぼ

して い た と思 わ れ る点 に注 目 してお きた い
。

次 に表　2は ・1915・16年 にr朝 鰻 報』誌 上 に紹 介 され た鰭 各道 の 「篤 行

者 」 の うちで騨 改良 に関 わ る業績 を挙 げ た朝 鰍 のみ を ピ
ックア ップ した も

の で あ る。 一ヒの 「篤農 家 」 と同 じ類 型 の人 物 た ちを捉 えて差 し支 え な い と考 え

る。

まず ・本表 に登場 す る入物 の繍 的階 層 を検 討 す る と
,「優 良 」Q配 布 やノ1、

作 人 の,.,.化 と い っ た か た ち で 配 のノ」・作 人 と の 関 わ りが 明 融 の が9名

(#3'4.5'7'10・ll・12・13・18)あ り,彼 らは当然 地 主 とい う ことに な る。

#2'8も 役 職 か 硯 て地 主 で あ った こ と}まほぼ 間違 いな い
.し たが って,本 表

20名 中・ 少 な くと も11名 は地 主 で あ る と確 定 す る ことが で き る
.他 の9名1こ

つ いて は確 定 が 騰 で あ るが・表1の 事例 か ら類推 して,駐 また は 自儂 層

(ただ し・#16は 小膿 あるい1ま自小作農であろう)に 属 して い た と思 わ 調
。

本表 にお いて特徴的 なことは・まず,2・ 名中14名 が 「優良」樋 の試作 を 自
コ ノ 　の

り灯 って い る と い う点 で あ る(た だ し
・水稲以 外 に麦,大 豆 あ るいは桑 の 「優 良」品
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表_2朝 鮮 人 「篤行者 」 の農事 改良 に関 わ る事業 一覧

1

1
」

6

9

9

10

優良品種
_開_一 国　一

試 配布 ・奨励

No.氏 名 住所
_-r一

洞 近
隣

f里 等
一 _一 一 一}

1金 鐘翁 忠南扶余郡 1

2沈 相星 忠南天安郡 ○
[

1
0

1

3ヂ 志嫡 忠南論山郡 ono 0

4宋 乗直 忠南論山郡 ono
1

U

1
1

李基升 忠南瑞山郡 ○

金商碕 忠南論山郡 ○

金学洵 全南順天郡 ○

金肯鉱 全南長城郡 ○

審翻 塞離購0
11金 明玉 慶北清道郡

12朴 喜彰 慶北金泉郡0

13李 豊換 慶北栄州郡0

14姜 信黙 慶北聞慶郡0

15成 泰根 慶南昌寧郡OI

16張 碩鳳 慶南昌寧郡

17李 益樫 平南順川郡

18文 広魯 平南中和郡

19李 鎮沫 威北明川郡

20朴 乗権 威北富寧郡

O

ono

O
l

9
0

U

u

onoO

O

○

面

0

面

U

○

○

○

農 民 組 織 化

地域

面 組 織 名

○ 勧業契

。/信用組膿 事改

○

1

-
00

1

t。

信

O

良契

小作人契

1備 考(役 職 な ど)1〕

共同耕作地

金家小作人組合

小作人講話

小作人信用組合

巡山契,参 業組合

(面)

金組組合長 ・郡参

事

郡参事 ・金組評議

員
Il弟 が元 郡守

I

i
1地 セ会副会長

郡守

金組評議員 ・地 セ

組合員

　

… 夜業会

矯風会 ・副業貯蓄

組合

副業貯蓄組合

洞契(貯 金)

契(植 林)

洞契 ・部落共同植

」 埜_一.

地主組合員

郡参事

森林組合長

国有地小作人組合

長

1
i

・里 面 内中流 の地 位

墜」
〈資料〉 『朝鮮彙報』 大IE4年6月 号 同7♪Pあ 同8月 号,同lO月 号 同12月 号 大正5年1

月 号,同2月 号,同3月 号,同4月 号,同5月 号,同6月 号,同7月 号より作成。

〈注〉 「近隣等」欄 中 「面」 とは,面 を範囲 と した配布 ・奨 励事業を指す。
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種の試作者をも含めて記載 してある)。 しか もそ の うち9名 は上 で示 した11名 の地

掘 嘱 して い る・ この点 か ら 膿 事 改良 に積 極 的 に取 り組 儂 業 者 と りわ1ナ

在 村耕 作 地 ↑こに対 して総督 府 が高 い評価 を与 え て いた こ とが確 認 で き る
。

そ して・ 表 　1の 「篤 農家 」 が そ うで あ っ六二よ うに
,彼 らの多 くは 「優 良 瑠1

搬 培 を他 の農民 に積 極 的 に奨 励 して い る.す なわ ち,14名 の試 儲 の うち,

自 己の小 作 人 に試 作 した種 子 ・苗木 を配 布 した りあ る い は栽 培 を奨 励 した り し

て いた のが7名(#3・4・5・7・12・13・18)
,洞 胆内 で配 布 や奨 励 を して い たの

が5名(#4・6・7・14・18) ,面 内 で配 布 や奨 励 を して い た もの は1名(#13)
,

そ して・領 域 は確 定 で きな い もの の,「近 隣」な どへ の配 布 や奨 励 を行 って い た

ものが4名(#2・3・6・9)と な って い る(重 複分を除 いて総計11名)
。また,そ の

他 に2名(#16・2・)が ・ 試作 の有 無 は棚 な が ら 「優 良 」品種 灘 の奨 励 を周

膿 民 に行 って い る・ こ う し儂 事 改 良 事業 とあ わせ て洞 膿 民 や 配 の小

作 人 に対 して勤 倹 貯 蓄 を強 調 ・奨 励 した とい う報告 も9例 に及 ん で い る(#2 .

4・9・10・12・14・17・19・20) 。 この よ うに,「 篤 行者 」 に よ る農 事 改良 や勤 倹 貯

蓄 の奨 励 は・ 地 ト 小作 関 係 あ るい1銅 里 な どの地 縁 関 係 とい った具体 的.日

常 的 な面接 関 係 を媒 介 と して実 施 され て い った こ とが わ か る
。

さ らに,こ れ ら 「篤 行者 」 の主導 に よ って
,農 事 改良,勤 倹貯 蓄,金 融 山

林管 理 あ る い は副業 な どを奨 励 す るた め の様 々 な組 織 が 作 られ て い る
。 これ ら

の繊 の うち・9件(#1・4・9・13・14・17・18・19 ・2・)は洞 里を領 域 と した も

ので,件 数 と して は最 も多 い。 これ に対 して面 レベ ル で の組 織 の 事例 は一 例 に

と どま る。 なお,1915年 に忠 清 南道 長 官 の小 原 新三 は 「管 内 未 だ 面 と して
,特

に著 く優 良 な る もの を 挙 げ 得 ざ る は,ま こ と に遺 憾 とす る所 に有 之 候 鰯 七,
… 唱の内には註 目に{直す るもの少 なか らざるは

,真 に愉快1こ裾 晶 と報

告 して い る。 この時 期,面 よ り もむ しろ洞 里の ほ うが 「臼治 的」 な結 合 力が 強

か った ことを示唆す る指摘 として興麟 習1。

以 上 の よ うな地 縁組 織 とは別 に,自 己の小 作 人 を対象 と した組 織 と して4件

の事 例(#5・10・11・12)が 報告 され て い る
。 この4件 の地 主の 内,#5は1918

年 の 「小 作 人 契」 難 数 が1 .,597(19),#1・ は報 告 時 の所 有 踏 が2
,8。。糖
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(1斗 落 一200坪 で換 算 す れば約185町 歩),そ の 小 作 人 数 が586名 に 及 ん で い る。

また#11は 「郡内有数 の資産家」と指摘 されて落#12の 地 祉 しての規模

は糊 だが,地 椥 韻 であ ることか ら郡内 トップ レベルの地†であ った と思

われ る.以 上 のよ うに,小 作人の組織イヒを試みた地柑 ・ いずれ も郡内屈キ旨の

大地 主層 に属 していた点が,そ の特徴 とな っている。

こう した洞 膿 民や小作人 の騰 化 は,当 日寺縄 府が政策的に髄 した課題

で もあ った。まず洞 職 ベルでの農民騰 化の試 み1こ関 して はT「ff7朝 鮮 に

行 はれたる舐 郷約 を経 とし内慰 こ於て行 はるる産業組合及報徳社 を緯 と した

る洞約 規 則 を規定 し……今 や道 内全 洞 里 に亙 り之 が設 、アを見 ざ る所 な きに
(窒

」 った威鏡 北 道 の 「洞 契 」 の例 が有 名 で あ る(#19・20の 事例 にもその 「成果」

が見いだせる)。#17に み られ る 「矯風会」 は,総 督府が唱導 したr民 風改善」

団体(前 述註15参 照)が 洞 里 レベルで設置 された事例 であると思われ る・この他

に も道 が奨励 した洞 里 レベルの類イ以団体 として・観 の限 りで も 忠清南道

の 「振興会」,全 羅北道の 「貯穀契」,平 安北道 の 「平安北道洞約」,威鏡南道 の
く　 ラ

「威 南勤倹貯 蓄契」 とい った事例 を挙 げることがで きる。

他方,小 作人の儲 化 に関 して総督府 は,「地 主 ト小作人 ト・・正二親子 ノ関係

二等 シキ調)」 とい っ襯 点 か ら,地 主}こよる温情 機 的な小作人膿 の腰

性 を強調 していた.各 郡 の地 主会 はその方針綬 けて・地桧 が巌 に管内小

作農 に対 して 「改良灘 」奨励 「ノ」・作米品評会」 あるいは 「優良小イ乍人表朝

を行 ったほか,地 桧 会員 に対 して も 「ノJ・作人会∬ 小作人懇言舌会」「ノ」'作人信

用組合」を設置 した り1小 作米品評会」「小作人表彰」を行 うことを奨励 してい
(24)

.な お,#11に よ る小作人1こ対 す る 「耕作 上備 話」および#12の 「朴喜彰

小作人信用組合」 は,い ずれ も 「地主組 合員講習会」 の受講 を契機 に始 め られ

た もので あ った とし蹴 また#5は,「 瑞山郡地主会 に於て臓 したる事項 に基

ま響 」,「小作米 品評会」を実施 してい る。

以上 の事例分析を通 じて,総 督府の農業政策 に呼応 して自 らが勤倹 と 「改良

農法」 を実践 し,し か も洞 里単位 で農事改良や勤倹貯蓄を主導 した りあるいは

配 の小作人 を"':'.1してそれ らを奨励 して ゆ く在村耕作地 主を 当時の 「篤農
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表一3農 家経済調査の 「上農」に関する集計値

戸数 内

訳

所有沓(反)

所有田(反)

合計(反)

経営沓(反)

営田(反)

合計(反)

族人数(人)

族労働力(人)

雇人数(人)

耕作地主 自 作 農

9南 部

北 部3

77.4

27.4

104.8

s.0

16.6

25.5

11.1

3.0

2.0

6南 部2

北 部4

10.9

17.4

28.3

10.9

16.9

27.5

7.3

2.8

1.2

自小作

3南 剖

ず1
24.3

43.?

fi.2

49.8

8.7

4.0

1.7

副

〈資料〉梶村秀樹 「1910年 代朝鮮 の経済循環 と小農経営」中拳

か 『朝鮮近代 の経済構造』 日本評 論ネ七1990年
,237・238

頁 よ りβゴ集言f。

〈注>1)個 別 事例 の報告 のみを対象 と し譲 数事例 卿 均値が示

されている ものは除外 した。

2)京 畿 ・江原両道 以南7道 を南部 fほ かの6道 を北 部 と し

た。

(293)

家 」 の典 型 と して措 定 す る ことが で き る と考 え る
。

さて・ ここで問題 となるのは・ こうした 「篤農家」 と しての在村耕作地主が

当時 の朝鮮農村 にどの程度存在 して いたのか,と い う点 であ る.当 時 の統 計上

では凋 知の ように 「所有地 ノ大部分 ヲ小作 セシメー部 ヲ醐 作 スノ瑠 」 が地

主(乙)と して掲 載 され て い る(た だ し,1916一 ユ932鯛 のみ).た とえ ば,192。 年

に は地 主(乙)戸 数 は朝鮮 全 体 で7万5千 戸 強 で あ
った.7万5千 弱 あ った とし、

わ れ る洞 里(「 併AC-]後 にT7洞 里 として..合 される以前か ら存在 して きた も
の)数

と対 比 す るとa里 に は平均 す れ1ま1戸 強 の地 主(乙)が 存 在 して いた こと
1こ

な る。

っ つ いて・在 村 耕 作地 主 の所有 ・経 営規 模 を検討 して み た い(表 一3)。1910年

代 初 に 『朝 鮮農 会 報 』 な どに掲載 され た農 家 経済 調 査事 例 に関 して は
,す で に

梶 村 秀樹 が詳 細 な分析 を行 って い る・ そ の うち 「儂 」 に関 す る数値 輌 集 計

した もの が本表 で あ る・ な お・ ここで の 「上 農 」 と は,ひ とっ の鯉 内 にお4、
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て 「純 地 主 を除 いて もっ と も論 と:a._者 が判 断 し膿 家 で あ る・

「上農 」 の個 別 事 例18戸 の うち,耕 作 地 主 はそ の半数 の9戸 に及 ん で い る。

残 りは自膿 が6戸 泊 小 膿 が3戸 で あ る・ これ ら諸 の なか で の耕作 地 主

の特徴 を 見 る と,第 一 に は所 有 面 積 が他 の 二者 を圧倒 して大 きい こ と,第 二 に

は,経 営 面積 は自小作 農 に は及 ば な い もの の 自作 農 とは ほぼ同一 水 準 に あ る こ

と(自 作農 に比べて耕作地 主の事例力`南部中心であることを勘案すれば・実質的な経営

規模 はむ しろ大 きいといえる),第 三 に は,家 族 労 働 力 と常 雇 人 数 は 自作 農 を上

回 って お り,常 臥 数 だ けだ と自小 作 農 を も上回 って い る こと・ を指 摘 す る こ

とがで きる。

本 表 を 見 る限 り,「上 農 」と して の在 村 耕 作地 主 は豊 富 な家 族 労 働 力 や雇 用労

働 力 を基盤 に農 業経 営 を行 い,そ こか らえ られ た余剰 で もって土地 集 積 を遂 げ

た(遂 げっつある)農 家 と して類 型 化 す る こ とが で き る。表一3の 事 例 が どれ ほ ど

普 遍 化 に堪 え うる もの な のか は不 明 で あ るが,ひ とつ の見通 しと して,あ え て

こ こで の数 値 を一 般 化 す る と,1洞 里 に平 均 して1戸 ほ ど存 在 して い た 地 主

(乙)の うち,そ の 半数 は洞 里内最 上 級 の 「上 農 」 と して積 極 的 に農 業経 営 に携

わ って い た,と い う想 定 が 可能 とな る。

さ らに,こ れ ら地 主(乙)の 農事 改 良 へ の関 わ りの度 合 いを検証 す るため に,

図一1を 作 成 した。 本 図 は1921年 時 点 で の地 主(乙)の 「密 度 」(=1洞IH当 たり

平均戸数)と 米 穀 「優 良 」品 種普 及 率 とを道 別 に算 出 して,両 者 の相 関 関係 を見

た もの で あ る.1921年 に は 「優 良 」品種 の普 及 率 は朝 鮮全 体 で す で に62%に 達

して(29),気 象 条件 や耕 地条 件 な ど,さ ま ざ まな要 素 が普 及 率 を規定 す る要 因

と してす で に作 用 し始 あて い た こ とが容 易 に予想 で き る。 した が って地 主(乙)

密 度 の規 定 性 だ けを抽 出す る こ とは困難 とな る。 ここで は,諸 要 因 の なか で も

特 に影 響 力 が大 きか った と考 え られ る気 象 条 件 を差 し引 い て検討 す るため に・

地 域 的 な配 置 に留 意 して13道 を グル ー プ分 け して み た。 京 畿 忠 北(図 中#1・

2),南 部5道(#3・4・5・6・7),お よび北 部6道(#8・9・10・11・12・13)と い

う3グ ル ー プが そ れで あ る。 そ して,南 部5道 と北 部6道 そ れ ぞれ の グル ー プ

内 で は,強 度 に は差 が あ る もの の いず れ も,「 優 良」品種 普 及 率 との間 に正 の相
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70%一 一一

夜
良60%一

言
50%　

震4・%一

率

30%.

20%一

図一1地 主(乙)密 度 と 「優良」品種普及率 との関係(1921年)

0291)

iO%

0・40・8 ・1.s2
。4

地}三(乙)密 度(戸/洞 里)

〈資料〉鄭然輔 蝋 文44碩 潮 鮮総督膿 欄r朝 雛 於 ケル小傷 関ス
ル参騨

項腰 』1934年 ・49～6項 および朝鮮繍 府r朝 鮮に於け膿 村ir:'・運動の
実施概況 と其の実績』1940年,5頁 より作成。

〈注〉図中数字は以 ドの道を示す。

海臓 謙 詰 臨 撫 扇全露.罪 北櫛8一 黄
関 関 係 が あ る ことが認 め られ る(前 者;R・e・ .874,者;R・ 一・.624)。

さ らに・ 図　1と 対照 す るため に・ 図一2で は1915年 にお け る 日本人 沓 所 緬

積比 率 と米 穀 「優 良 」 品瀦 及 率 との相 関関 係 を示 して み た
.本 表 か らは両

者 の間 に正 の欄 関 係 が あ った こ とが認 め られ る(R・ 一・.49・.な お:.':〈 図中

#8>を 異常値 と して除外するとR2徽0 .589と なる)。

以 上 の二 っ の図 か ら,1910年 代 朝鮮 で の米穀 「優 良」品 種 の普 及過 程 にお い

て・ そ の 前 半で は 日本 人 地 主が 主導 的 な役 割 を果 た した の に対 して
,後 半 に は

む しろ朝鮮 人 地 主(乙)(厳 密には地主(乙)1こ はト体 人 も含 まれてはいるが
,朝 鰍

のそれと対比 して無視 しうる数値 であったと考え られ る)が 積 極 的 な 役割 を果 た
し

た・ とい う欄 鱒 き出す ことが で き る
.こ の点 に関連 して,す で に鄭 然 瓢

は 「1910年 代 後 半 に は 日本 人 の土 地 鵬 鰯 か った慶 尚道 とGこ 慶 北 地 域 の

(「優良」品種:引 賭)普 及 率 カゴむ しろ先 頭 を走 って いた」 と い う事 実 を指 摘 し
,



(290)

60

50%

　コ

優40%
良
I_..T

品30%

種

普

及20%

率

10%一 一

1910年 代朝鮮における農事改良政策 と在村地主層X43

図一2日 本人土地所有率 と 「優良」品種普及率 との相関(1915年)

口本 人 ヒ地所 有率(%)

〈資料〉鄭然泰前掲論文44碩 および朝鮮総督府r朝 鮮TC府 統計年報』1915年 度版・

XO6頁 より作成。

〈注>1)日 本人 ヒ地所有率=総 沓面積に占めるH本 人所有沓面積比率。

2)図 中数字は図一1脚注に同 じ。

「朝 鮮 人 地 主 階 級 も品 種 改 良 に積 極 的 に 対 応 して ゆ くよ う に な っ た 」 と指 摘 し

て 、1翠。 これ ま で の分 析 に よ って,さ らに具体 的 に,「 朝鮮 人 地 主 階級 」の なか

で も特 に在村耕作地主が 「優良」品種普及 に 「積極的 に対応」 してい った とい

う推定 を付 け加え ることがで きたと考える。

なお,図 一1に関連 して,地 主(乙)の 「密度」の指標 として 「耕地面積100町

歩 当た り平均戸数」 を用いて先 と同 じに優良品種普及率 との相関関係 を観察 す

認 南部5道 北部6道 ともに 陵 良」品瀦 及率との間に正の相関が認め

られ る.た だ し,R・-0.785(前 者),R・-0.363(後 者)と な って・ 一ヒ記 の場 合

よ り,い ず れ も当て はま りが悪 くな る。 在 村地 セの影 響 力 の強 弱 が 単 な る空 間

の物 理 的 な広 が りに よ ってで はな く,洞 甲 とい う社 会 的領 域 に よ って規定 され

て い た ことが間接 的 に示 され た と考 え る。 さ らに いえ ば,そ れ は,在 村地 主が

「優 良 」品 種普 及 を試 み た際 に は,洞 甲内 にす で に成 立 して いた在 村 地 主一 農 民

間,あ るい は農民 同 士の 間 の 日常 的面 接 関係 が 有効 に機 能 して いた こ とを示 唆

して い る。
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以上・表…3や図一1の分析 樋 じて・191・年代 の朝膿 村 にお いて は,纏 府

帳 彰 したよう妙 数 の 「礫 家」ばカaりではな く濃 轍 良働 倹 rに 自

ら取 獺 稠 辺農民(と くに鯉 内の農民)に 影響 を及 ぼ した在村耕作地主が広

範 に存在 していた ことを確認 で きたと考 える
。

2.在 村 耕 作 地 主 層 の 出 自

張矢遠氏 は・李朝糊 か ら搬 地期 にか1ナての 「朝鰍 大地 主の成長系譜」

(ここでの 「大駐 」とは5・-1・・研丁歩以上の耕地を所有する地 麟 す)と し
て,「商

人'高 利飴 身∬ 燗 醜 人 出身」「官W身 」と並んで濃 民 .中 小地拙

身」す なわち 「農粕 耕 樋 じて中小地 主に成長 しそれを基礎 に さらに大地主

にな るケース」鵬 定 し・4つ の個別事例 を紹介 してし鑑 大地 セにまで成 長す

るケ』ス妙 数 に とどまったであ ろうが
,儂 業 自耕 樋 じて中小駐 に成 長」

して耕作地 主の形態 を とるケー スはか な り一般 的 な ことであ
った と考 え られ

る。

1901年 の 「光鵡 案」の分析か らも
,李 朝糊 段階での在村耕作地掘 の存

(翻 確認できる・まず・李栄薫氏の忠清南道磁 郡瓶村面 「量案」分析による
と・当該酬 に2結 以上の耕緬 積を持 つ人物 が22名 存在 したが

,そ の うち2

名 は・ それぞれ13雛 ・23雛 を所有 し,い ずれ も2結 強 の経営を行 って残

りを借地 に出す両班駐 であ った・この2名 はあわせて13戸 程の 「挟戸」を保

有 してお り・ これ らの労働力 を使役 して 自家 の農 業経営 を行
った と考 え られ

る・ この2名 ほどの所有醸 はない ものの
,他 に3名 が耕作地 主と して1勧

上 の貸与地 を鮪 している(た だ しこのうち瑠 こは借入地もある)
.耕 作礁 が2

結を下回 る人物 まで含めれば・耕作地主 の数 は さらに増 えるはずである。

また・李世紙 による同じ舗 の扶余郡縣内酊 量案」の分析によ認 面

内の2結 以 上の土地所鰭8名 の内,鰍 所儲 は12結 強 を所有 して9結 強

を貸 し出 し のこ り3雛 舶 作す る耕作地 コ三であ る
.彼 も3戸 の 「挟戸」を

鮪 して いる・この他 には・3名 力弍1結 以上 の貸与地 を所 飢
,1結 弱一 蹄 吉強

の自作地経営を行 っている(う ち2名 は 「挟戸」を1戸 ず
っ保有)。
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以上2つ の 「光武量案」分樽 例樋 じて,忠 繭 道で は2・世紀初 の段階に

おいて在村耕作地主 とよび うる農家 が,そ の内部 に階層性 をは らみつつ・ ひ と

つの面 に少 な くとも数 名のオーダーで存在 した ことが確認 できた。

在村耕作地主の存在 それ 自体 は,さ らに18世 紀末か ら19世 紀初 にまで遡 っ

て観 す ることができる.す なわち汀 舗 の諜 経営論 搬 討す る中で辣

直氏 は,「大中規模 の地主 はその数 がきわめて少なか ったのに対 し〆 郡県で も

数百 の小地主が存 在 した」「この小地主 たちが朝鮮後 期の土地鮪 関係 におい

て中心的な位 置砧 副 た,と い う指摘 をお こない・ さ らに 「この小地主たち

はたいていが地主 自膿 だ った肩 鯉」と齪 してい る・そ してよ り具体的 に・

18世 紀 末～19世 紀初 にお ける 丁若鋪家 を は じあ と した在地両 班地 主 に よる

「地主 自作」騨 が,小 作地貸与,奴 女卑労働力による自給的穀作 および家族労働

力 による商品作物栽培 とい う3部 門 よ り構成 され・ そ(3fi)の収入 によつて両班

と して の生計 と儒業 の維持を図 っていた ことを論 じてい る。

李朝後期 に,労 働集約的 膿 業技術 の普及1こと もな って小農民経営 膿 村で

の支配的な生産様式 とな って以降 は,上 層農民 に とっては自家労働力 および数

名の従属的他人労働力 によ って耕作可能な面積以上 の耕地 は小作 に出すのが一

般 的な行動様式 とな った といえ る.ま た,中 ノ1・地主 は・小作料収入の碇 ある

いは不安定 性 を補 うため に自 ら農業経営 を行 う必要 に迫 られて いた と思 われ

る.他 方 で18・19世 紀 に は・ 「'sや 蕩 平 策実 施 以後z中 央政 界 か ら曙 した

り官界進 出に挫折す ることで郷村 に土着化 した士族集団 としての両肚 豪」 が

多数発生 してい った.そ して彼 らが,在 村耕イ乍地主 の主要 な構成員 とな ってゆ

く.加 えて洞 じ時期 に農村 での商品経済化 が嚴 し・それに ともな っていわ

ゆ る 「庶民地主」が成長 して くる。「庶民地 主」の一定部分 も耕作地主層 として

存在 していたで あろう。

以上 のよ うに,在 村耕作地主層の存 在 は18世 紀末 にまで遡 って確認 す る こ

とがで きたが,当 時の耕 作地主 と1910年 代 のそれ との間 には相違点 があ った

ことにも留意 してお く必要が ある。す なわち,農 事改良の対象 となる主た る作

物 の違 いとい う点 であ る.諾 鋪の時代1こは,穀 作 は醗 部門であ り・ その他
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の商品作物栽培がr縫 膿 法」 と位 置づけ られ
,そ の 「多撒 膿 方法 鰭

(38}る ことが・ 七大夫 たちのまさに応え なければな らない翻 であ ったとし、
う・これに対 して191・ 年代の耕作駐 層 による齢 改良で は

,前 述 のよ う1こ稲

作がその中心 であ った。

この違 いは・「開港」を契機 に畑 米穀輸出が急増 して
aそ の篠 糠 力嘲 鮮

牒 鰍 のCICI作 物 とな った ことに起 因 していると考え られ る
.な お瀾 蔽

の急激 な繍 変動 とい う点 鋤 案すれば 一一一1bこ関 して先に指摘 した
,「貧家」

か ら身 を起 こして淀 の館 形成 を成 し遂1ナたよ うな人物 は
,「蝶 家」と して

の厳 しい陶冶 を くぐり抜 けて き堵 たちであ
ったといえ(39).19世 紀耕作地主

の 「礫 家精神」 は191・ 靴 の耕作地主 のそれには及 ばなか
ったであろ う。

さてそれで は・在村耕作地掴 が191・ 年fにに農 轍 良 や勤倹貯 蓄 の奨励
に

積極 的に関わ っていったのは・ いカ・な る動機 に もとつ くものであ
ったのであろ

うか。

まず端的 に旧 らの繍 的利害 に もとづ 働 機が考え られ る
.す なわち泊

作地収入 の増大 を目的 と し儂 事 改良 であ り
,ま た小イ乍料収入 の安定化 憎 大

を 目的 と し儂 轍 良 働 倹謄 の配 ノJ・作人へ の奨励 である
.「 企業家精神」

に富む耕作yV _で あるほど・ こう した経済的動機 は強 く作用 したはずであ る
。

さ らには・ その時点 では地域 の中で上層農 と しての経済的地位 を確保 して い

た として も泊 然条件(病 郷 故 も鋤 て)曽 ヒ会経済 の変動 あ るいは相続が契

概 な って・次世代 には没落 の憂 き目に会 うか 蜘 れな いとい う リスクを抱 え

た不安定 な状況 の下で は・地域社会の農業生動 を総体 と して堺 させてゆ く

ことが・結果的 には自己の家族 にとって リスク分散 の有効 な手段 とな ると
い う

判断 があ ったであろ う・洞 膿 民 を対象 と し磯 瓢 良 働 倹購 を奨励 した

背景 にはこう した判断があ った と考 え られ る。

他方・当時潮 鮮 噺 臓 人 帥 心1こ展開 された 「実力養成醐 論」もまた
,

彼 らの行動 働 櫛 けるひとっ の要素 となっていた と推察 され る潮 鰍 新知

識人層 を 骸 とす る 「実力養成運動論」者 は,旧 鰍 の 「愛国鹸 醐 」(「自強

運動」)の系譜をひ きなが ら,い わゆ る 「社会進化論」的世界観 に基づ いて,1910
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年代 には 「産業振興」 と 「旧思想 ・旧慣習改革」を通 じて朝鮮人の 「実力養成」

を図ることの重難 を強乱 て鳳 冒頭で紹介 した鄭 ・洪両氏の 「鰍 以来

朝鮮人地主階級 が追求 して きた農業改良論」,「地 主的方向か らの近代化論」 と

い う指摘 も,こ うしたイデオロギー状況 を踏 まえた ものであるといえ る。 さ ら

に,多 くの旧愛国啓蒙団体会員 が1910年 代 には朝鮮農会 に参画 して勧 農活動

に取り組んでいたという雌 紙 の誹箋 もまた,「実力猷 翻 論」的イデオ・

ギーが在村地主 の レベルにまで影響力 を及 ぼ していたことを示唆す る もの とし

て興味深 い。先述 したように,彼 らの多 くは勤倹 を通 じて 「貧家」 か ら身を起

こ した とい う経験 を有 してお り,そ れだ けに 「実力養成運動論」 イデオ ローグ

の 「社会進化論」的世界観 を共有 しやす いバ ックグラン ドを有 していた といえ

る。

ただ し,在 地耕作地主の即 自的 な意識 は,こ うした個別の利害判断 や彼 らを

と りま くイデオ ロギ ー状況 にではな く,む しろ,地 主一小作人間の家父長的温

情(42)や 洞 里内での 「相扶相助」 の精 神 とい った伝統的な秩序意識 によって規

定づ け られていた と思われ る。 言い換えれば,こ うした伝統 的秩序意識 に基づ

く行動が在村耕作地 主層 の個別利害や イデオロギー状況 と矛盾せず,む しろそ

れを補完す る結果 を もた らして いた ことが,1910年 代 に彼 らが末端農村 におけ

る農事 改良 の推進 主体 として 「活 躍」 で きた重要な要因で あったとい うことが

で きる。 また,在 村耕作地主層 の行為 が農村の伝統的秩序意識 に背馳 しなか っ

たがゆえに,彼 らの主張 が小作人や洞 里農民 に対 す る影響 力を容易 に獲得 し得

たのであろ う。

さらに確認すべ きこととして,在 村耕作地 主層 の こうした意識構造 が,地 主

による温情 主義的 な小作人保護 や伝統 的な地縁組織 の活用 とい った政策手法を

通 じて農事改良や勤倹貯蓄 を奨励 してい こうと した当時の総督府の農業政策 と

も,結 果的には一定程度 の親和性 を もっ ものであ ったとい う点 を挙 げておきた

い 。
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表一4水 稲栽 培 「改良農 法」 と 「在来 農法」 の比較

(1924・25年 平均)

「改良」(a)「 在 来」(b)a-b

0285)

反当直接費支出(円)

種子代

肥料代等

俵装材料

労力費

牛耕代金

農具償却修繕費

合計

反当収量(石)

1.12

'1

1'1

1700

0.92

3.06

31.9Q

3.22

1.44

2.60

1.!

10.90

0.20

a.97

16.55

1.94

〈資料〉朝鮮総督府殖産局農務課 「水稲在来耕作法と改良耕作法

との経済比較」 『朝鮮農会報」 第1巻 第1号 ,1927年4

月,82～90頁 より算丘到。

〈注>1)肥 料代等には害虫駅除材料費を含む。
2)原 資料では労力費 と牛耕代金が 括 計 トされて いる

が,こ こでは分離 して算出 した。

Q.32

fi.3i

Q.30

6.10

0.72

2.08

15.35

1.281
.._-1

3.在 村耕作地主層の変質

以 上述べて きたよ うに・1910年 代 を通 じて在村耕作地主層 は農事 改良 に努め

てい ったが,い ったん 「改良農法」 が朝鮮農村 に定着 しは じめ るや
,そ れ 自身

が持 っ生産力的な特性が,在 村耕作地 主層 の行動様式 に一一一彼 らの当初 の意図

を越 えた ところで一 変化を もた ら し,ひ いては彼 らと小作 人 との関係 あるい

は彼 らの洞:Tの なかでの役割 を変えてゆ くことにな る
。 そこでまず,「 改良農

法」の生産力的特性 を整理 してみたい。

表一4に示 したよ うに,水 稲 の 「在来農法」 と 「改良農法」の反あ たり直接 費

支 出額 を比較す ると・ 前者 に比 べて後者 は15円 強,比 率 に して93%も 高 い数

値 にな って いる。 こう した支 出額増加 の成果 と して反収 は1 .28石 ・66%の 伸

びを示 して い る。 ただ し支 出額 の伸 び ほどには反収 は増 大 してお らず
,し た

が って,籾1石 あた り直接費支 出額 は 「改良農法」の ほうがむ しろ高 い ことが

わか る。支出項 目別 に見 ると,肥 料代 と労力費 の2項 目で の増加額が大 き く
,
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両者だ けで増加額 の81%を 占めてい る。

投入 した肥料 の種類 に注 目す ると,堆 肥 は反 あた り 「在来農法」88貫1「 改良

灘 」92貫 とほぼ同一蝉 であるの1こ対 して・金肥では後者で大豆樵 騨燐酸

石灰 が用 い られ て い る(あ わせて4.03円)点 が お お きな違 い とな って い る。た だ

し,こ の数 値 は1920年 代 中 葉 の勧 業模 範 場 で の試 験 に基 づ くもので あ り,10

年 代 の農村 で実 際 に行 われ て いた2つ の農法 の間 に施 肥 法 にか ん して これ だ け

大 きな格 差 が あ った とは考 え に くい。 な ぜ な らば・ 統 計 上 で は大豆 粕 と過燐 酸

石 灰 の消費 量 は,1924・25年 平 均 が 朝鮮 全 体 で それ ぞれlo.s百 万 貫 ・1.9百 万

貫 で あ ったの に た い して,1916年 に は0.4百 万貫 ・0.1百 万 貫 と,ほ とん ど無

視 しうるよ うな水準 に とど ま って いた か らで 認.有 茸述 の よ うに,191・ 年 代 を

通 じて総督府 は,金 肥の導入 に対 して は否定的な態度を とっていた。消極的 な
(45)

が らも金 肥 導 入容 認 に踏 み切 った の は1918年 の こ とで あ った。

したが って,1910年 代 にお け る水稲 「改 良 農法 」は,「 優 良」品種導 入 と労働

多 投 との結 合 が そ の核心 で あ った とい うこ とが で き る。第1節 で指 摘 した よ う

に,総 督 府 に よ る勤 倹 の強調 は,「 改良 農 法 」の こ う した生 産力 的 特性 に も由来

して い た とい う こ とが で き る。

こ こで,小 作 料率5割 の小 作 経 営 を想 定 し,表 一4の 数 値 を適 用 して反 あた り

稲作所得(労 賃収入相当額)を 算 出す 毘 「在膿 法」11.2円 にたい して 「改良

農法」 は14.5円 とな る。 しか し労働投下時間1時 間 あた りの所得 を算出す る

と,「在来農法」が10.4銭 で あるのに対 して,「 改良農法」では8.8銭 に とどま

る。「改良農法」での労働集約化 の進行 は,結 果 と して労働 の限界生産性 を低 め

ていたことがわか る。

綿製品 をは じあ とす る日本国内製工業製品の大量移入の影響を受 けて,在 来

の農村手工業が縮小 し,そ の結果 と して農村 における農外就業機会 が縮小す る

とい う当時の状況の下で は,農 民 は限界労働生産性をある程度犠牲 に して も自

家労賃収入 の総額 の極大化 を目指 したと考 え られ る。 この限 りで は,総 督府や

在村耕作地主 が提示 した 「改良農法」 を農民 が受容 す る経済的根拠 があ ったと
(47)

い う こ と が で き る。
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な お,第 一 次 大 戦 の 影 響 を受 けて,10年 代 後 半 に は米 穀 価 格 が 急 騰 した。

1915年 の籾100斤 あ た り2 ・85円 を底 値 に して,ピ ー一ク時 の1919年 に はそ の4

倍弱 の11糊 を記録 して 鳳 これは,「改良農 法J入 にと もな う限界労働

生 産 性 の低 下 を糊 塗 す るの に充 分 なだ1ナの価 格 上昇 で あ った といえ る.こ の時

期 に は,か な り下層 の農 家 で も米 穀 価 格騰 貴 の恩 恵 を蒙 った と思 わ れ る(も ち

ろん・ 販売 可能 な米穀 を生産 しえない最下層農民 にとっては,米 鵬 騰 はむ しろ経済的

損失 となった)。

と ころで,同 じ時期 に,「 改良 農 法」 は大 きな技 術 的 限 界 に直 面 しっ っ あ っ

た。 「優 良 」 品 種 と在 来 品 種 の 反 収 格 差 が1910年 代 を通 じて徐 々 に縮 小 して

い って い るの で あ る。 た とえ ば・X915年 にそ の値 は0.45石 で あ った もの が,

192・ 年 に は ・・31石 とな って し1響.こ れ は,在 来 樋 の平 均 反 収 が ほ1ま一 定 の

水準を保 って いたのに対 して,「優良」品種 のそれが徐 々に低下 してい
ったため

であ る。「優良」品種反収 の低下 は,ひ とつ は種子 の混交や劣化 による もので あ

り,も うひ とつ は土地条件 の不適合 な耕地 への耕作普及 に ともな うものであ
っ

た。1918年 の 「米騒動」に象徴 される日本国内での食糧問題 の顕在化 とい う状

況が直接 的な契機 とな って,こ れ ら2条 件の克服が政策 的に図 られてい くこと

になる。

前者 の条件 を克服 す るために,総 督府 は,「優良」品種の種子更新事業 を開始

する。1917年 に当該事業 は着手 され るが,予 定の成 果 はあが らなか った。22年

に面採取 沓設 置の予算措置が取 られ ることでは じめて系統 的な種子更新事業が

可能 とな り・以後・事業が本格化 してい った。後者 に対 しては,水 利事 業を は

じめ とす る土 地改良 事業 の推進 と金肥使用 の奨励 が政策 的 に実施 されて い
っ

た。土地 改良事業 は1920年 に開始 された 「産米増殖計画」の中核的事業 と して

位 置づけ られた。金肥 に関 しては,1919～25年 間の 「消極的奨励時代」を経 て
,

1926年 鵬 「積極的奨励時代」を誠 習.1926年 からの 「産米増鞭 新緬 」

で は,土 地改良事業 の予算規模が拡充 され るとともに
,肥 料購入 のための低利

資金制度が導入 されてい る。

以上のよ うに・1920年 代 には,「改良農法」の生産力を引 き上 げるために肥料
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購 入 や土 地 改 良 に多 額 の資金 が投入 されて ゆ く。 基本 的 に は 「優 良」 品 種 に労

働 多投 を結 合 させ ただ け の1910年 代 の 「改良 農法 」 と比 べ て,質 的 な転 換 を遂

げて い った とい う こ とが で き る。 そ の際 に重 要 な点 は,土 地 改 良 はい うまで も

な く,肥 料 購 入 の た あ の投 資 も,主 と して地 主層 に よ って担 わ れて いた とい う

こ と(51)。 地 主 は これ らの 資 金 を小 作 料 収 入 か ら回 収 す る こ とに な る。 した

が って地 主 層 に と って は,い か に投 資額 に見合 った小 作 料増 収 を確保 す るか・

しか もいか に資 金 回収 の確 実 性 を向 上 させ るか,と い うこ とが重 要 な経 営 課題

とな る。 これ ら2っ の 課題 を達成 す るた めに,地 主 は これ まで以 上 に個 々の小

作 人 の経 営 状 態 を掌 握 し,監 督 す る度 合 いを強 めて行 か ざ るを え な くな る。 そ

の結 果,「 勤 倹」度 や 「信 用」度 の低 い農民 と りわ け零 細 農 民 が小 作 人 か ら排 除

され やす い傾 向 が生 まれ た と考 え られ る。 しか も籾 価 格 が,1924～26年 間 の短

い反 騰 期 を除 け ば1920年 代 を通 じて100斤 あ た る7～8円 台 の水 準 に と どま
(52)

り,そ の後 の昭 和恐 慌 期 の低迷 期 に連 な る とい う動 きを示 す 中 で,こ の傾 向 は

よ り深 刻 さの度 合 い を ま して い った といえ る。

こと こ こに至 るや,1910年 代 に は随所 で見 い 出す こ とので きた地 主 一 小作 人

間 の温情 主 義 的 な関係 は もはや存 続 しえ ず,零 細 小 作農 の意 向 に反 して まで も

地 主 は 自己の地 主 経営 の 「合理 化 」方 針(一 零細小作農切 り捨て)を 貫 こ うとす る

よ うにな る。1910年 代 にす で に小 作人 の組織 化 を図 って い た比 較 的所 有 規模 の

大 きな地 主(た とえば表一2の#5・10・ll・12)の な か に は・1920年 代 に は小 作人

との温 情 主義 的関 係 を清 算 して 「小 作 制 農場 」 の設 立をめ ざす・ い わ ゆ る 「新

興 地 主」 へ の転 身 を試 み る人 物 が現 れ た と考 え られ る。

先 に紹介 した李基 升(表 一2,#5)に よ る1918年 の小 作 米 品評 会 にお いて 「受
(53)

持舎音 の面 目に関 し小作権 に も関係 を及ぼすの虞 あ る……」 とい う指摘 がなさ

れている。小作米品評会が地主一小作人間の温情主義的関係 の確認 の場 として

で はな く,お そ らくは李基升 の思惑 を越 えた ところで,両 者の対立を顕在化 さ

せ る場 と して機能す る可能性 をは らんで いた ことを示す事例 として興味深 い。

1920年 代以降 の状況 を先取 り的 に示 しているとい うことがで きる。

金禎泰(表 一2,#10)の 場合,1915年 に発足 した前述 「金家小作人組合」 が
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X932年 時点 で も存続 していた ことが確認 で きる
。32年 の組合総会 で は長期継

続小作人 の表彰 が行われてお り,表 彰者数 は,30年 以 上継続者が52名}同 じく

2・年以 上が81名 であ っ(究。 あわせて133名 は組合発騰 か らの小似 であ
っ

た ことにな るが,こ の数値 は発足時 の小作人数586名 の23%を 占め るにとどま

る。 この報告記事 は,金 禎泰 による地 主経営の温情 主義的な側面 を告知 す る意

図で書かれた と思 われ る。しか し,一 部の 「優良」小作人 のみが地 主経営 にとっ

ての中核 的な小作人 として選別 されて いた こと,そ してそれ ら小作人 と地 主 と

の間 にのみ温情 主義的 な関係 が成 立 していた とい うのがその実態 であ
った こ

と,を,そ の報告者 の意 に反 して,強 く示唆 している。

他方,小 規模 な在村耕作地 主の場合 は,日 常生活 において洞 里内の人間諸関

係 に依存す る度合 いが一層強か ったと考え られ る。 したが って,洞 里 の伝統的

秩序意識 に抵触 して まで も自己の地主経営 の 「合理化」 を図 ることは
,そ の分

だけ,よ り困難 な ことであ った と思われ る。 しか し,昭 和恐慌期 の米価低落 に

と もな って彼 らの経済基盤が一層脆弱化す ることによ って
,1930年 代 には彼 ら

と零細小作農 との間の対立 は抜 き差 しな らない もの とな ってゆ51)
。

なお,1920年 代後半以降 総督府 は地主一小作関係へ の政策 的な介入 を強化

してゆ く。 その手法 は法制度 整備 によって農地賃貸借契約 を小作側 に有利な方

向に講 しようというものであ理.総 督府は池 方では地主_小 作燗 の温

情主義 の重要性 を強調 し続 けてはいた。 しか し,そ れだけで農村社会の安定が

保持 され うるとい う認識 を,総 督府 自身がすでに放榔 して しま って いたので あ

る。

以上,「改良農法」の生産力的特性 に起因す る地 主一一小作関係 の変化 を後づ け

て きた。 この他 に も,1910年 代以降の総督府行政 の変化 が
,結 果的 に農事改良

政策 にお ける在村耕作地主層 の役割 を相対的 に低下 させてい った点 をつ け加 え

てお きたい。

そのひとっは,行 政 レベルでの農事 改良機関の充実で ある
。種子更新事業の

ために1922年 には郡採取 沓→面採取沓 とい う行政 的系統 が確 立 され た ことは

さきに述べた とお りであ る。加 えて,総 督府 の農業技術員 は
,1915年 に国費支



(280)191・ 年代朝鮮における農轍 良政策 と在村地潴153

弁7。 名.地 横 支 弁67・ 名 で あ っ た の が ・2・ 年 に は そ れ ぞ れ106名 ●1,037

名 に,さ らに25年 に は151名 ・1,3・5名 へ と・1・ 鞘 に ほ ぼ2イ 音に 拡 充 さ れ て

L鳳 その分だ け儲 府 は,192・ 年代以降の騨 娘 政策 において在村耕f乍地

主 への依徽 を低 め逆 に農民 をよ 殖 接的 に掌握 しうるシステムを作 り上 げ

て いった とい うことがで きる。

そ して もうひ とつ は,洞 里 に対 す る政策 の変化 で ある・191・ 年代 に総督府

は,地 縁的 まとま りと しての洞里 に湘 して洞 契 などの設置を奨励 した こと

は前に述べた.し かし他方では・面財政拡充のために 「部鮪 鴨 鯉 に関す

る件」(1913年)校 付 して,洞 里 有 財 産 の面 へ の 吸収 を図 って い る・1914年 に

は洞 鮪 財 産 収 入91千 円 に比 較 して 面 醐 産 収 入 は14千 円 とわ ず か15%禾 呈

度 の水準 に とど ま ったの に対 して,21年1こ は蒲 は約1・2千 円で ほ とん ど増 カlI

して い な い(物 価上昇を勘案すれば実質減少)の とは対 照 的 に後 者 は298千 円C.r(69)20

倍 以 上 の伸 びを 見せ,前 者 に対 して も3倍 近 い水準 を蘇 す るに至 って4'る ・

また,r朝 難 督 府 施 政年 報 』 の1917年 度 版 まで の誌上 に は 「地 方 改 良」 の項

目が も うけ られ,そ こで は 「驕 又 ・・副 業 ヲ目的 トスル契 及組 合 状況 」 カゴ騰

され て い たの に対 して,そ れ以 降 の誌 上 に は当該 記 事 は見 い だせ な い。 お そ ら

くは,「 面制 」施 行(1917年)や 金 繭 合制 度 改 正(1918年)に と もな って・網

府 の そ れ ら洞 里団 体 へ の対 応 が消 極 化 した た めで あ ろ う・ 鯉 の 自治;=能 が

行政団体あるいは金調 合膿 会といった糖 製団体に吸収されてゆく璽詳

もなって,在 村耕作地 主の独 自の活動領域 は狭め られて いった と推察 され る。

結 び に か え て

朝鮮総督府 による191・ 年代の農事改良政策1ま・米穀 「優良」qの 普及 など

で一定 の 「成果」 を挙 げた。本稿 では,そ の要因 と して,

①網 府の騨 改良政策 に対応 して,在 村耕作地掘 が 自ら 「改鹸 法」 を積

極的 に採用 した,

②在村耕作地主層 は,地 主一小作燗 の温情議 的関係 あ るいは洞里な どの地

縁 的関係 な ど,農 村 の伝統的秩序 を媒介 として 「改良農法」を普及 させて いっ
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た,

③糖 府 の政策手 法 は旧 本国 内での 「明治農政」 にな ら
って濃 村 での こう

した伝統的関係 を重視 す るものであ った
,

④労働集約化を主 とす る 「改膿 法」 は泊 家労賃収 入を増加 させ るという点

で,当 時 の農 民経 営に とって一定 の合理性 を有 した
,

とい った点 に注 目 した。

こうしてみ ると・191・年代 膿 事改良 に関 して総督府 と在村耕作地主 との問

には利害 の完全 な一致 があ ったよ うに見受 けられ る
.し か しそれはあ くまで,

結果論 としていえ ることであ って,両 者 は瀧 的な対1係 を抱 えていた こと

が確認 され るべ きであ る。

ひとつには両 者 の利害の外見上 の一致が
,191・ 年代 の農 事改良政策 が財政

的制約 の ドで 「鱒 」や 「奨励」とし、っ硝 極的な政策手法 しか採用 で きなカ
、っ

た ことがかえ って在村 耕作地 主の参与 を 可能 に した
,と い う逆説 の上1こ成 り

伽 て いた とい う点 で あ る・積働 な農 瓢 策 のため に財政 出動 が行 われれ

ば・財鰭 保 のための租撒 収あ るい1綬 儲 負担 の鞭 とな
って跳 ね返 り,

(61)れは地 据 の個別利 害 との対 立を惹起 す ることにな りか ねなか ったのであ
る・視点を変 えれば・ 当時 の躰 側 の対朝鮮鑓 物需要 が繍 府の消欄 膿

事改良政 策 によ って もた らされ る増産 で充 肌 うる君鍍 の ものであ
った こと

が・糖 府 と在村耕作地主層 の利害の一致 をか ろう じて保
っていたとい うこと

がで きる。

もうひとつ は・「実 力養成醐 論渚 の戦瑠 こ関 わる論点 である
.上 記逆説 を

成rlrた せた もうひとつの要因が当時の在木寸耕作地 掘 のなかにあ
っ膿 轍

良志 向であ り・ その志向性 は 「実力養成醐 謝 イデオmグ か らの影響 によ

るところが大 きか った・「実力養成運動論ヨ ま
,外 見上 糖 府 の政策 イデA

ギーと親和性 鮪 したといえる
・ しか しそれは,「実力猷 運 動論堵 の琳 戦

略 であ った 「先実f1成 ・後独立」の文脈 にお し・て
,当 時は,ま ず は 「先実力

養鬼
)が強調 されていた限 りにおし・てであ った・やがて融 立」戦略が課題 と

なれば・植民地 支配体制 との対立が表面化 してゆ くことにな る
。
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以上 の2っ の論点 か ら見て,1910年 代末 に起 こった米騒動(1918年)と3・1

独立翻(1919年)と いう2つ の事イ牛は,轍 点 と して決定的臆 味 を持 った と

い うことがで きる.す なわち,ま ず,米 騒動 とい う形 で顕在化 し畑 本 の食糧

問題の解決 のために,総 督府 膿 轍 良政策 を積極化 させざ るをえな くなる・

っ いでIfs土 に広 が った3・1巧 虫立翻 においては・在村地 裾 が 「地 胎

志」 として農民の動員 に中心的な役害(63}彼 らの独 立志向の堅固 さが明

白 とな った。

1920年 に開始 された 「産米増殖計画」は,日 本国内の食糧問題 と朝鮮内の支

配秩序動揺 とい う2つ の難問を同時 に角鞍 す ることを 目指 した・総督府 にとっ

て は1920年 代 の最 も重要 な経済政策であ った。 さ らに,い わゆ る 「文化政治」

が高唱 され,「実力養成運動論」者 の{本制 内化が試 み られてゆ く・ しカ〉し・縄

府 の意 に反 して,「計画」を は じめとす る経済政策への積極的な財政支 出や 「文

化政治」下での学校拡充な どはTn負 担 や受益者負担をめ ぐって濃 村地域 で

のその主 たる負担者 たる在村地主 と総督府 との間の利害 の対 立を誘発 して いっ

た と　 われ るO

もちろん,在 村地主 は,小 作料収取 の強化 とい った手段を用 いて,そ れ らの

負担増膿 踊 へ と転嫁す る ことも可能 で1まあ った・ しか し・彼 らが温 胤

義的な対小作人関係 とい った地域社会内 にお ける伝統 的役割期待 を放棄 して 自

己の経済 的利益のみを追求すれば,地 膿 民か らの激 しい反発 に逢着す ること

になる。 そ うした農村秩序の動揺 は,支 配秩序 の安定 を求 める総督府 の意向 と

もやがて相反す ることにな る.実 際に総督 府 は,192・ 年代以降地主 による恣意

的な小作料収取 に対 しては政策的 に制肘 を加えよ うとす る。

か くて,1910年 代 の植民地権カー(在 村耕作)地 主一農民三者間 の,い わば同

床異夢 的な協翻 係の時代 には終 止符 が打たれ・192・年代以降 には・三者間で

の対立 と牽制 とが闘 されてゆ くことにな る・なお・ この見通 しは・1920年 代

中葉 に 「轍 総督府 と朝鰍 地主 との政治的連合」が成立 した とす る溜 頭で

言及 した従来 の通説 とは相容れない もの とな る。 その実証的分析 は今後 の課題

としたい。
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(1)肝 の論点は丁堀和生 「躰 帝国蟻 の轍 における農瓢 策一192。年代植民

地地捌 の形成¶ 躰 史研究』第171号 ,1976年IUL大 和醐 「192。年代前

糊 の朝鞭 腱 動一全朧 道厭 郡 の事例を中心 に一」r歴 蝉 研究』第5。2号
,1982年3月

・船 糊r朝 鮮 にお1ナる産s殖,...未 来社
,1986年,を 参照 した。

(2)以 上・鄭然泰 「191・㌃ヨP棚1犠 瓢 策 桶 民地地 主制一 ・1制 「米緻

(槻 蕪 羅灘饗 課 鴛。　繍 編1轟
面 望則 到 事例』 知識産 業社,1992年 ,56頁 よ り引用

(4)朝 鮮 繍 府 『官報』第1525号 ・1917年9月3日 版 お よび同第1548号
,1917年10月

2日 版 参照。

(5)文 鵬r轍 農 村団体 史』 躰 評論 社
,1942年r66鯵 照。

(6)「 粧 会 ノ現況及 将来其 ノ醐 ヲ促 進 スル為執 ル へ紡 法
二関 ス億 見嘲 鮮総

督府 『農 業技 術官 会同諮 問 覇 答 轄 』1918年
,81～1・3鯵 照。

(7)鄭 然 泰前掲 論文428・429頁 参照
。

(8)f躇 『植民地 醐 鮮 の水利 組合事 業』 未来社
,1991年,52-56鯵 照。

(9)朝 鮮糖 府 殖醐r朝 膿 務簸 』1921年
,附 録 「農 業技術 官会 同訓府 旨示臓

協 定事項 」7,8,24,25,31 ,37頁 参照。

(10)加 藤木保 次 『辮 二於 ケル稲 ノ優 良' 一分稽 及 ノ状 況』1924年
,32頁 参 照。(11)「水稲

願 樋 甑 の方法」r轍 彙報 』1916年12朋
,74-77鯵 照。(

'2)こ の点 ・論 隆次 「大正 デモ ク ラシー期 の鮒 と政 党 ← ・)濃 村諸利 益 の噴 出

と政勉 対応}」 『国家学 会雑誌 』第93巻 第7 ・8号
,198・ 年7月,第1韓1鯵

　 　

(13)「 米 作賜 二付道館 及勧 業模 範場長 二対 ス刷 示(明 治45年3月12日)潮

鮮 総督府 『朝鮮統 治 三年間成 績』1914年 付 録59～60頁 よ り引用
。

(14)「 自膿 保 護 二関 スル件(1912年11月)潮 鮮 繍 府r局r朝 膿 務提要 』

　　 　　り1頁 よ り引用。

('∵課 儲 蕪 懇
1繍1蹴 講識 騰

発'へ の地方民の参与を.r」 するための政策手法 として」 翻 会」の設置樋 じ

た勤倹貯蓄などの 「民風の改善」奨励 を重要視 していた
。

⑯ これ ら 「篤行家」が 「駐 演 産家溜 劇 によ り轍 されていることは
,す でにイ

.ハ ナ氏が指摘 している(・1鍋r191・ ～32年 蹄9嘲 鮮鮒 再綱 ・模範

部落'』 延世大学碩士論文,1994年) ,24～27頁 参照。

(17)小 原新 三r忠 ・a道管内優鯉 の数例」r朝纈 報』1915年8腸59頁 よ
り引



1910年 代朝 鮮における農事改良政策 と在村地 主層157(276)

o

(18)こ の点 に関 して は汰 和和 明 「植 民地期m地 方行政 に関す る一試論 一 面制 の

緻 過隈 中心 に一」r歴 史評論 』 第458号 ・1988年6月 ・49頁 に同様 のキ旨r・_あ

るa

(19)鯖 輔 「瑞 山郡 二wの ・1・作 米品評 会」r囎 彙 報』19'8年6朋 ・141

頁 参照 。

(20)以 上,#10・11に つ いて は表一2と 同資料 によ る。

(21)麟 北道 「威北 の洞契 」r朝 鮮 彙報』1917年8朋 ・5・ 頁 よ り引用・なお・産業

組合 や報徳 社 を評 価 して い る点で,こ こに も躰 の明膿 政 の影響 が窺 え る・

(22)以 上,忠 瀧 道r伸 び行 く農村』1933年 ・1頁 お よびr轍 農 会報』第10巻 第

5号,1915年5月,52頁 洞 第9巻 第1・ 号,1914年1・ 月・64-65頁 洞 第13巻 第

6号,1918年6月,74-76頁 を参照.な お,瓢 会 について は・イ ・ハナ前掲論 文で

も言及 されて い る(2・ ・21頁).た だ し,氏 のIFpi{会 設 置を メル クマ ーノレとす る 「'自

製 自治体 制 の成 立」(2頂)と い う評ill一 当時 の微 の浸透力 を過大評価 した もの

で あ る と　 え るa

(23)「 轍 道 農事奨 励鍛 置 二関 スル状 況」r轍 網 府 胴 』 第2巻 第8号 ・1912

年8月,1・2頁 よ り引用.同 会 にお ける京畿 道館 の訓示 の一 部 であ る・

(24)前 掲 「地 主会 ノ現 況及 将 来其 ノ活動 ヲ雌 スル為執 ルヘキ方法 二関 スル意 見」

参照。

(25)表 一2と 同 資料 によ る。

(26)前 掲 「瑞 山郡地 主李 基爽 の小作米 品評会 」137頁 よ り引用。

(27)朝 鮮総 督府 『農業統 計表 』1939年 版,7頁 よ り引用。

(28)鮒 秀 樹 「191・年代 轍 の繍 循環 と小 農糖 」 中村 哲 ほか 『轄 近代 の繍

構 造』 躰 評論 社,199・ 年,223頁 よ り引用・なおT'Jが 「繊 主」1こ分 類 した3

農家(同 論 文237鯵 照)も 酢 地 を有 して い ることか らここで は耕作 地 主 と して

扱 った。

(29)加 藤木保 次前掲 書,32頁 参照 。

(30)以 上,鄭 然 泰前掲論 文,447頁 よ り引用。

(31)鄭 然 泰前掲 論 文446頁 お よび朝 鮮網 膿 林 局r轄 二於 ケル小 作 二関 スル参

考事 項摘要 』1934年,2～20,49～61頁 よ り算 出・

(32)張 矢遠r蹄F大 地主 靖 在形 鰍1関 す噺 究』ソウル大学胤 謙 ・1989

95,97～98頁 参照。　ウ

(33)以 ド,李 栄 薫r朝 轍 騨 会r=史 』 耐 幽 ・1988年 ・344～367頁 を参照・

(34)以 下,李 世 永 「18・19世 紀両班 腺 蝿 主経 営」r韓 国文化』第6号 ・1985年 ・

ロら　　 　

(35)以 上,鎌 直(須 川英徳 訳)「 茶山 の麟 籠 論」r駿 台史学』第80号 ・1990年
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10月,12頁 よ り引用。

(36)同 上 論文,12～13頁 ,22～24頁 参 照。

(37)李 世永 前掲論 文,79頁 よ り引用。

(38)安 粟 直 前掲 論 文,24頁 参照。

(39)表}2の 人物 の中 に も 「将来轄 と して身 を 立てむ とせ しも中年
に及 び世 運 の変遷

に鑑 る所 あ り商 業界 に身 を投 じて米穀 傾 に従劇 して醜 家 とな
つた#11や,

欝 聴 鷲 野 業で財をなした#5の例なと「企業家陣 購 見できる

(40)叫 室}書 前掲書,第2章 参照。

::砦徽囎購 艶驚擁1驚1購lil奪
の点 に級 している・ なお・裁 にガ批#5の 「小作人契」 や#1・ の 「小作人組

創 では・ 地 主の寄付 によって齢 力i作られ小作人 の農 緻 良資金や弔慰金
の原資とし

て利用 されている・ この醐 の温情犠 的 な小似 懸 策 の一端 をよ く示 して

いる(小 原粗 「管内 備 儲 の事績鞭 」r朝鞭 報1]19
15年1。 朋,6薮73-

74頁 参照)。

(43)鰭 繍 府嚇 膿 務課 「水稲在来耕鰍 と改良辮 法 との繍 比較
欄 膿

欝 董謙1号1927年4脇9・ 鱗 ただしこ嚇 は「本一
(44)鰭 儲 府r麟 繍 俵 』1939年 版

,1・8-1・9頁 よ 噂 出。

(45)以 上 儲 前掲r搬 地期朝鮮の水利組合事業』
,58鯵 照。

(46)算 出方法は・椒 入 ×5・%+藁 収入 一労力勧 外の直鞭
。(

47)た だ し・「改膿 法」は 「在膿 法」 よりも労働 ピークがはげ しく(鄭 然泰前掲

徹 ・475～476鯵 照),投 勝 働 の増加分をすべて隊 獺 力で賄 う
こと1梱 難で

あ り雇用労働 への依艘 がその夕}高まったと肺 れ る.し たが ってf「改良農法」

饗杏1こ伴う鵬 騰 の獅 すべて自家撒 入噺 に結び付いたとはし・え

(48)小 早川 九郎r朝 鞭 業 発達史』 酬 篇 友邦 協会
,196・ 年a121鯵 照。

(49) 加 藤木保次 前掲 書,37頁 参 照。

(51職 糊 職rけ る肥欄 の変遷並将繍 針」騰 会繍
巻第

(51)こ の点,堀 和生 前掲論 文fl2～13頁 を参照。

(52)数 値 の出所 は註48に 同 じ。

(53)鵬 「瑞 榔 地 蜂 験 の・1・作米 品評会」138頁 よ り引 用
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54)以 ⊥ 隙 儂 会報』 第6巻 第6号
,1932年6月,112鯵 照。



(274)191・ 年代朝鮮における農事改良政策と在村地楯159

(55)こ れ まで の研究 で は,李 朝 糊}こ 成長 した いわゆ る 「庶民 地主」 が1920年 代以

降 に 「新興地 主」 と し前 ち現れ るとい う系譜納 な継承 性 が暗黙 の裡 に認 め られ

て きた といえ る.こ こで は,瀟 議 的駐 一 小作 関係 あ るい は耀 な どのv的

関係 とい っ膿 村 の伝統 鰍 序 の枠 内 で農事 改良 を雛 す るのか・ あ るいはそれ を

あえて否定 す るこ とで 配 の小作地繍 の1一合理化 」を図 るのか・とい う点で 瀦 が

有す る機能 に断絶 が あ った ことに注 目 して い る。

(56)こ の点,隔 「植民地 期朝 鮮 の麟 政策 と村落 」r朝 轍 研究 舗 蝶 』 第29

号,1991年1・ 月,1・4-1・8頁,お よび朴 ソプ1植 民 地朝鮮 におけ る小欄 係政策 の

闘_r朝 膿 地 令』 榊 心 と して一」r日 椴 蹴 』第353号 ・199241三1月 ・44～

46,54～59頁,を 参照 。

(57)鰍 網 府r朝 難 督府 施政年 報』各畷 版 を参 照・なお・1915年 の地方'Jに

は臨時恩賜 金授 産費 支弁 の技 術 者 も含 まれ る。

(58)こ の点,大 和糊 前掲 「植民地 醐 勲 方微 に関す る一 討言命」・45～46鯵

o

(59)以 上,朝 鮮 網 府r官 報 』第327,1923年1月17日 版・ 鯵 照・

(6。)網 府 は2・ 年 代末か ら河理 レベルの騰 化 にf顧 差三附 るよ うにな る(青 野正

明 「植民地 期鰍 にお けるlip1"J成 政策 の位 置付 け濃 村韻 翻 期 を中心 に㎜」

r朝 鮮学報 』第136号,199・{r7月 および朴 ソプrl93・ 年f㈱ 羊におけ る._と 農村

社 会』妹 社1995年,第4鞍 参 照)・ その際 に・在村灘 地1三が政策的 に どのよ

うに位 置付 け られ,実 際 にいカaなる役 割 を はた したの か につ し'ては・ 別途 検討 す る

　 　　カごあ る0

(61)た とえ ば,1916年 に出 され樋 牒 において は 「該 会(地 一陰:引 用者)ヲ シテ其

ノ韻 ヨリ多額 ノ酬 ヲ徴収 シ之 ヲ以 棺liヲ 施 設 スヘキ 蜘 禰 業 ノ繍 ヲ為 サ

シムルハ妥 当 ナ ラサ ル ノ ミナ ラ誕 イテ弊害 ヲ醸 ス 旗 ナキ ニア ラサ ル…'」(前 掲

嘲 鮮農務 提 要』1921年,3頁 よ り弓開)と い う指摘 が な されて ㌧'る・

(62)た だL,「 実力 養成翻 論」 にお け る 洗 実 力養成 衡 蛇 臓 略 は・ いか な る

指標 で も って 「実力 猷 」の進 膿 を潰IIるのか・さ らには・何 を購 と して 「劾 養

成」戦略 か ら 「独 、臓 略へ の轍 を購 め るの か・ とい う鰍 騰 な問題 を 「1ら抱

え込 んで いた.逆 に■ 実力猷 翻 論」 イデ オ ・ギ ーが朝鰍 社 会卿 で 綻 の影

響 力鮪 して い る限 りにおいて,/朝 鞭 民 は依然 と して怠惰 ・頗 家で あ りヂ 層

の勤倹 が必 要で あ る」 とい う繍 府 に よ り発 せ られ る恣意 的な 説 は・ 概 地)」

の正 当性 を調達 す るイデ オ ロギ ー と して機能 し続 ける ことにな る。

(63)こ の点,Kim,Y・ng-dick.1992."F・rmati・n・fAM・dernStateandNational

SocialMovementinModernKorea:MarchFirstMovement(1919)inCompar-

ativeHistoricalPerspective."Ph.D.Diss.ofTheUniversityofNorthCarolinaat

ChapelHilt,pp.i74-177.鯵 照.た だ し,独 燵 動 と して の3・1運 動へ の 「一地 方
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有志」 の積極鯵 与 は・ 「実力養成醐 論」者が191・ 年代に唱えてきた 「先実
力養成 '後 独1」 戦略(す なわち

fす でに 「鋤 養成」燵 成 されたか ら冷 や醐 繭

響 脅A養謬搬 蒲器 灘 蕪 毘1鞭矯繕 畠麓疑
芒 もの であ った とい うことがで きる・192・ 年 代 には,「 実 ノJ養成醐 論堵 た ちは,
前述註62の 戦略上 の ア ポ リアを再 び抱 え込 む ことにな る

。
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